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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車両の運転者制御への介入を最小限にする方法
を提供する。
【解決手段】車両１０の減速を制御する方法において、
少なくとも１つのセンサによって、前記車両１０に近接
するオブジェクト３４を検出及び監視し、前記車両１０
の動きを監視し、前記車両１０内に設けられた制御装置
１８によって、前記車両１０と前記オブジェクト３４と
の間の衝突確率を表している衝突確信度値を継続的に計
算し、前記制御装置１８によって、前記車両１０と前記
オブジェクト３４との間の衝突を回避する前記車両の速
度プロファイルを、前記衝突確信度値に基づいて決定す
る、ことを特徴とする方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の減速を制御する方法において、
　少なくとも１つのセンサによって、前記車両に近接するオブジェクトを検出及び監視し
、
　前記車両の動きを監視し、
　前記車両内に設けられた制御装置によって、前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突
確率を表している衝突確信度値を継続的に計算し、
　前記制御装置によって、前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突を回避する前記車両
の速度プロファイルを、前記衝突確信度値に基づいて決定する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記速度プロファイルを、現在の衝突確信度値に基づいて決定する際に、
　衝突確率の増加を表す、前記衝突確信度値の増加時の、前記速度プロファイルは、より
小さい衝突確率を表している現在の衝突確信度値に基づいて決定された速度プロファイル
に比べて、前記オブジェクトからより遠く離れたと所から前記車両の減速操作を開始する
よう規定するように決定される、
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記速度プロファイルは、前記車両と求めた衝突位置との間の距離に亘って実施される
減速操作を、関連する制動操作が、前記距離に亘って、前記車両を前記衝突位置よりも前
に停止させる最小の車両減速度を提供するように規定する、
ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記車両のブレーキを自動制動システムによって作動させ、
　前記自動制動システムは、前記車両のブレーキを作動させるために電子ブレーキシステ
ムへと命令を送信する、
ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記センサからのデータを制御装置によって分析し、検出された前記オブジェクトの特
性と、前記オブジェクトが前記車両にとって回避すべき障害物であるか否かとを決定する
、
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記オブジェクトの動きの予測モデルを生成する、
　なお、当該オブジェクトの動きの予測モデルは、前記オブジェクトの現在の位置及び動
きに基づいた関連する確率値を有する、未来の時点における前記オブジェクトの可能な位
置範囲を含むものである、
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記車両の動きを表している車両信号を監視することによって、車両経路を決定するた
めの前記車両の予測モデルを生成する、
　なお、当該車両の予測モデルは、関連する確率値を有する、可能な車両経路の範囲を画
定し、かつ、当該車両の予測モデルは、前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突確率を
求めるために、当該車両の予測モデルを、前記オブジェクトの動きの予測モデルに関連さ
せる、
ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　さらに、前記オブジェクトとの前記衝突確率が変化すると、減速操作中に前記衝突確信
度値を再計算し、
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　再計算された前記衝突確信度値に基づいて、新しい望ましい速度プロファイルを決定し
、
　前記新しい望ましい速度プロファイルに基づいて、前記車両のブレーキを作動させる、
ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項９】
　前記衝突確信度値が増加した場合には、前記衝突確信度値に基づいて選択された予め定
められた制動曲線のセットに基づき、制動力をより早期に、より小さい減速度値で、より
長い期間に亘って作動させ、
　前記衝突確信度値が減少した場合には、前記衝突確信度値に基づいて選択された予め定
められた制動曲線のセットに基づき、制動力をより後の時点に、より大きい減速度値で、
より短い期間に亘って作動させる、
ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項１０】
　車両用自動制動システムにおいて、
　前記車両を減速させるための車輪ブレーキを作動させることの可能な電子ブレーキシス
テムと、
　前記車両内に設けられた制御装置とを含み、
　当該制御装置は、
　車両の動きを監視させるための命令と、
　後退時衝突回避システムの少なくとも１つのセンサによって、前記車両に近接するオブ
ジェクトを検出させるための命令と、
　前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突確率を表している衝突確信度値を計算させる
ための命令と、
　前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突を回避する前記車両の望ましい速度プロファ
イルを、計算された前記衝突確信度値に基づいて当該制御装置によって決定させるための
命令と、
を生成することを特徴とする車両用自動制動システム。
【請求項１１】
　前記制御装置は、前記車両の減速度が前記衝突確信度値に反比例するように前記速度プ
ロファイルを決定させるための命令を含む、
ことを特徴とする請求項１０記載の車両用自動制動システム。
【請求項１２】
　前記制御装置はさらに、前記衝突確信度値が増加した場合には、前記衝突確信度値に基
づいて選択された予め定められた速度プロファイルのセットに基づき、制動力をより早期
に、より小さい減速度値で、より長い期間に亘って作動させるための命令を含む、
ことを特徴とする請求項１０記載の車両用自動制動システム。
【請求項１３】
　前記制御装置はさらに、前記衝突確信度値が減少した場合には、前記衝突確信度値に基
づいて選択された予め定められた速度プロファイルのセットに基づき、制動力をより後の
時点に、より大きい減速度値で、より短い期間に亘って作動させるための命令を含み、
　前記制御装置はさらに、前記制御装置によって決定された望ましい前記速度プロファイ
ルに基づき、減速操作中に亘って、前記車両のブレーキを作動させるための命令を含む、
ことを特徴とする請求項１０記載の自動制動システム。
【請求項１４】
　前記制御装置はさらに、
　前記オブジェクトの現在の位置及び動きに基づいて、将来の時点における前記オブジェ
クトの可能な位置範囲を含む、前記オブジェクトの予測モデルを生成させるための命令と
、
　可能な車両経路の範囲を含む、前記車両の予測モデルを生成させるための命令と、
　前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突確率を求めるために、前記車両の予測モデル
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を、前記オブジェクトの動きの予測モデルに関連させるための命令と、
を含むことを特徴とする請求項１０記載の車両用自動制動システム。
【請求項１５】
　前記制御装置はさらに、
　前記オブジェクトとの前記衝突確率が変化すると、前記車両の減速中に前記衝突確信度
値を再計算させるための命令と、
　計算された前記衝突確信度値に基づいて、新しい望ましい速度プロファイルを決定させ
るための命令と、
　前記新しい望ましい速度プロファイルに基づいて、前記車両のブレーキを作動させるた
めの命令と、
を含むことを特徴とする請求項１４記載の車両用自動制動システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年１月２９日に出願された米国仮出願第６１／９３３，０８３号の
優先権を主張するものである。
【０００２】
　技術分野
　本開示は自動車に関し、特に自動車用の運転者支援システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景技術
　センサ技術の進歩により、自動車用安全システムを改善することが可能となっている。
衝突を検出及び回避するための装置及び方法が利用可能になりつつある。このような運転
者支援システムは、車両に配置されたセンサを使用して、差し迫る衝突を検出する。この
システムは、様々な運転状況を運転者に警告して、衝突を防止又は最小限にすることがで
きる。さらには車両の後進時に障害物となり得るものを運転者に警告するためにも、セン
サ及びカメラが使用される。このようなシステムは、自動走行又は半自動走行の状況下で
運転される車両の安全性を向上させるために特に有用である。
【０００４】
　本明細書に記載される背景技術の説明は、概して本開示の背景を提示することを目的と
する。その研究が本背景技術の章に説明される範囲にとどまる、本明細書に記名される発
明者の研究、並びに、その他の点でも出願時における先行技術として見なされ得ない、背
景技術の説明は、本開示に対する先行技術として明示的にも暗示的にも認められるもので
はない。
【０００５】
　概要
　本開示の車両用自動制動システムは、他の可能なもののうち、車両を減速させるための
車輪ブレーキを作動させることの可能な電子ブレーキシステムと、制御装置とを含む。前
記制御装置は、前記車両の動きを監視させるための命令、及び、後退時衝突回避システム
の少なくとも１つのセンサによって、前記車両に近接するオブジェクトを検出させるため
の命令を含む。前記制御装置はさらに、前記車両と前記オブジェクトとの間の衝突確率に
基づいて衝突確信度値を求めさせるための命令を含む。前記制御装置はさらに、前記車両
を障害物と衝突する前に停止させるために、前記車両を減速させるための望ましい速度プ
ロファイルを決定させるための命令を含む。
【０００６】
　車両の減速を制御する本開示の方法においては、他の可能なもののうち、少なくとも１
つのセンサによって前記車両に近接するオブジェクトを検出及び監視し、前記車両の動き
を監視し、前記車両内に設けられた制御装置によって、前記車両と前記オブジェクトとの
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間の衝突確率を表している衝突確信度値を継続的に計算する。前記制御装置は、前記車両
と前記オブジェクトとの間の衝突を回避する、前記車両の速度プロファイルを、前記衝突
確信度値に基づいて決定させるための命令を含む。
【０００７】
　種々の実施例は、図面に示された特定の構成要素を有しているが、本開示の実施形態は
、それらの特定の組み合わせに限定されるものではない。種々の実施例のうちの１つの実
施例のいくつかの特徴又は構成要素を、種々の実施例のうちの別の１つの実施例の特徴又
は構成要素と組み合わせて使用することが可能である。
【０００８】
　本明細書に開示される特徴及びその他の特徴は、以下の説明及び図面から非常に良好に
理解することができる。以下に、各図を簡単に説明する。
【０００９】
　図面の簡単な説明
　本開示は、以下の詳細な説明及び添付の図面からより完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の自動制動システムを使用する車両の概略上面図である。
【図２】１つの実施例に基づく自動制動システムによって生成された、可能性のあるオブ
ジェクトと、可能な車両経路とを示す概略図である。
【図３】制動操作のための複数の速度曲線を示す線図である。
【図４】制動操作のための速度曲線に対する衝突確信度による影響を示す線図である。
【図５】図４の制動操作のための減速曲線に対する衝突確信度による影響を示す線図であ
る。
【図６】１つの実施例に基づく自動制動システムの処理ステップを概略的に示すフローチ
ャートである。
【実施例】
【００１１】
　発明の詳細な説明
　以下の説明は本質的に単なる例示であり、本開示、本開示の適用、又は、本開示の使用
を限定することを意図するものではない。明確性を期するため、図面においては、同様の
構成要素を識別するために同一の参照符号が使用される。
【００１２】
　図１を参照すると、運転者支援システム、特に自動制動システム１２を有する車両１０
が概略的に図示されている。自動制動システム１２は、自動走行及び半自動走行の車両運
転中に車両１０を制動するために使用することができる。特に自動制動システム１２は、
車両１０の後退走行運転中に使用することができる。明細書全体に亘って、相対的な前進
方向及び後退方向は、車両１０の操作時に当該車両１０の操作者が主として向かい合うこ
ととなる方向に関連している。
【００１３】
　自動制動システム１２は、後退時衝突回避システム１４や電子制御ブレーキシステム（
ＥＢＳ）１６のような他の安全システムと共に使用することができる。各システム１２，
１４，１６は、共通の制御装置又は別個の制御装置１８を使用することができる。
【００１４】
　自動制動システム１２は、制動イベントを発生させる必要が生じた場合に、車両１０が
前進方向に走行しているのか、又は後退方向に走行しているのかを判定する。自動制動シ
ステム１２、後退時衝突回避システム１４、又は類似のシステムは、オブジェクト３４が
検出されると衝突確率を求める。衝突確率は、衝突確信度値を求めるために使用される。
オブジェクト３４と衝突する可能性が高くなればなるほど、衝突確信度値は高くなる。衝
突確率が所定の閾値を上回った場合には、制御装置１８は、少なくとも１つの車両衝突回
避行動が必要であることを指示する。必要とされる行動は、オブジェクトが検出された場
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合における運転者への警告の形態とすることができる、及び／又は、車両を減速又は停止
するための自動制動システム１２の作動とすることができる。車両１０内に警告装置２２
を設置することができ、警告信号２２は、オブジェクト３４の存在を運転者に警告する照
明光のような信号又は可聴信号を含むことができる。
【００１５】
　引き続き図１を参照しながら図２を参照すると、本実施例に基づく自動制動システム１
２は、通常の状況下における運転者操作への介入を最小限にするためのアルゴリズムを含
む。従って、本実施例に基づくブレーキシステム１２は、運転者による制動操作より優先
するため及び／又は運転者による制動操作を補完するために実施される自動制動行動のレ
ベルを最小限にする。
【００１６】
　本開示の実施例に基づくアルゴリズムは、センサから報告される、静止オブジェクト及
び移動歩行者を含むオブジェクト、及び、検出された歩行者の予測される及び／又は可能
性のある動き、及び、予測される及び／又は可能性のある運転者入力を、確率論的に分析
する。現在の車両経路、及び、可能性のある運転者入力は、可能な車両経路の範囲を予測
するために利用される。予測された車両経路と、予測された歩行者経路（又は静止オブジ
ェクトの位置）とが交差する場合には、衝突の可能性が示される。検出された全ての起こ
り得る衝突のうちの１つが他のものよりも前に介入を必要とし、そして、その介入が実行
されることとなる。
【００１７】
　確率論的な分析は、可能な車両経路４０の予測モデルの生成と、可能なオブジェクト経
路４２の予測モデルの生成とを含む。可能な車両経路４０は、車両が引き続き、参照符号
４６Ａで示された車両経路によって概略的に図示された現在の車両経路に沿って進行する
可能性、又は択一的に、運転者が車両１０の進路を変更して、参照符号４６Ｂ，４６Ｃ，
４６Ｄで概略的に示されるような代替経路に沿って進行する可能性を含む。
【００１８】
　同様にして、オブジェクト経路の境界線４２は、オブジェクト３４の速度及び位置のよ
うな現在の特性に基づいて時間の経過と共に拡大する。オブジェクト３４の位置は、可能
な位置範囲であり、この範囲は、連続する将来の期間毎に絶えず拡大していく。拡大の速
度、及び、可能な位置範囲は、将来の位置の不確実性を表しており、オブジェクトの分類
に依存して変化し得る。可能な車両経路４０に対する、可能性のあるオブジェクト３２の
位置に関して、オブジェクト３２の初期位置から予測モデルが生成される。
【００１９】
　衝突を示す、可能性のある交点を識別するために、車両経路４０の予測モデルとオブジ
ェクト経路４２の予測モデルとが組み合わされる。この交点の位置は、将来の時点におい
て起こり得る衝突を識別するため、及び、当該起こり得る衝突の重要度を決定するために
利用される。
【００２０】
　将来の時点において可能性のある交点が存在する場合には、予測される車両位置と当該
交点との位置偏差、及び、予測されるオブジェクト位置と当該交点との位置偏差の双方に
よって、当該交点の重要度が決定される。衝突確信度値を求めるために、最も高い重要度
を有する交点が使用され、この衝突確信度値が、起こり得る衝突に対応するためのシステ
ム戦略に対して直接的に影響を与える。自動制動行動を、求められた衝突確信度値に基づ
いて修正することによって、車両の運転者制御への介入を最小限にすることができる。
【００２１】
　制御装置１８は、車両経路４０の予測モデルとオブジェクト経路４２の予測モデルとに
基づいてアルゴリズムを実行する。アルゴリズムは、以下のループを実行する：起こり得
る全ての衝突を予測する；検出されたそれぞれの衝突に対して、その衝突が起こる確信度
を求める（相応する衝突確信度値を計算する）；検出された衝突のうちどれが最初に介入
を必要とするか（最も関連性の高い衝突）を決定する；衝突の重要度と、衝突が起こる時
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間とを考慮して、最も関連性の高い衝突に対する最適な制動応答を計算する。
【００２２】
　引き続き図２を参照しながら図３を参照すると、線図５０は、車両速度５２と時間５４
とに関連しており、車両の減速度６２を図示している。衝突確信度値は、制動操作のため
の最大減速度を直接的に求めるために使用される。車両減速度の下限は、参照符号５６で
示されるように、衝突確信度値が高い場合に生じる。車両減速度の下限５６は、比較的長
い期間に亘って傾きが緩やかである。車両減速度の上限は、参照符号６０で示されるよう
に、衝突確信度値が低い場合に生じる。この種類の減速は衝突確率が低い場合に実施され
、それゆえシステムは、制動操作を実施するために、衝突が起こる可能性がないことを期
待してより長い時間待機する。確率の低いできごとが発生して衝突条件がより可能性の高
いものになった場合には、より強い制動力が必要となり、その結果、より短い期間でより
大きく減速される。
【００２３】
　減速度の上限５６と下限６０は、参照符号５８で示された望ましい減速度速度プロファ
イルを画定するために利用され、この望ましい減速度速度プロファイルにより、当該望ま
しい減速度速度プロファイルを実現するための制動力が求められる。衝突位置と衝突確信
度のレベルとを補償することにより、高い確率を有する衝突を防止するために、より早期
に、より長い期間、より長い距離に亘って低減された減速度によって、制動を実施するこ
とが可能となる。その一方で、低かった衝突確率が将来の時点において増加した場合には
車両を停止させるためにより積極的な制動力及び車両減速度が必要とされることとなる、
という僅かな可能性は甘受しなければならない。システムは、衝突確信度値に反映される
初期の衝突確率が低い場合には、より急勾配の積極的な減速が必要になるかもしれないと
予測する。
【００２４】
　図４を参照すると、線図６４は、求められた衝突確信度値に基づく複数の速度プロファ
イルを示す。システム１２，１４が、障害物と衝突する可能性があることを検出した場合
、１つの回避行動として、衝突を防止するためにブレーキ２０を作動させる自動制動シス
テム１２を使用することができる。
【００２５】
　決定された重要度に基づく衝突確信度値の使用により、システム１２は、制動操作のた
めの初期のピーク減速度を求める。線６８で示されるように、検出された衝突の確信度値
が低い場合には、システム１２は介入までにより長い期間待機する。確信度値が低い値か
ら後々高い値へと変化した場合、システム１２は、衝突を回避するために必要な、より大
きい減速度で応答するように構成されている。しかしながら衝突確信値が反映しているよ
うに、衝突確率は低いので、回避行動は必要とされない可能性が非常に高い。この戦略に
よってまた、運転者は、反応するために追加的な時間が利用可能となるということが保証
される。
【００２６】
　しかしながら線６６によって示されるように、検出された衝突の確信度値が高い場合に
は、運転者が体験することとなる最大減速度を低下させるためにより早期に行動が実施さ
れ、介入は最小限となり安全性が向上する。より早期に制動することにより、激しい急制
動による不快感を最小限に抑えることが可能となる。全てのシナリオにおいて介入が必要
であるとは限らないので、ピーク制動減速度は衝突確信度値に応じて決まる。
【００２７】
　引き続き図４を参照しながら図５を参照すると、種々の衝突確信度の重要度を考慮した
制動操作中における加速度が概略的に図示されている。異なる一連の制動操作に亘って運
転者への介入を最小限にするために、衝突確信度値に基づいて制動の割合が求められる。
高い確信度値又は高い重要度は、参照符号７２で示されるようなより緩やかな減速を提供
するために、より早期により少ない力でブレーキを作動させるようにシステム１２をトリ
ガする。確信度値が低い場合には、車両を停止するためにシステムが介入する必要は決し
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てない。衝突が起こる確率が低いので、システムはより長い間待機し、その結果、参照符
号７４で示されるようにより大きい制動力、ひいてはより大きい減速が必要とされること
となる。
【００２８】
　例えば車両の動き、車両の移動によるオブジェクトの動きによって衝突確信度の数値が
変化すると、望ましい制動減速操作及び制動減速比も変化する可能性がある。制御装置１
８は、オブジェクト３４と車両１０の動きに基づいて各予測モデルを継続的に更新し、制
動操作中における確信度値の再計算を可能にする。
【００２９】
　引き続き図１及び２を参照しながら図６を参照すると、後退時衝突回避システム１４を
使用した場合に、車両１０を制動するために自動制動システム１２を使用することができ
る。後退時衝突回避システム１４は、車両１０の後退走行方向の景色を供給するために取
り付けられるカメラ３０を含む。カメラ３０は、単眼カメラ、双眼カメラ、又は、車両１
０の後退走行経路の景色を供給可能な別の種類の検出装置とすることができる。カメラ３
０は、車両１０の後退走行経路の景色を供給する任意の場所に取り付けることができる。
画像／データを分析し、画像内に存在する、車両１０に対する障害となり得るオブジェク
ト３４を識別するために、カメラ３０に制御装置１８を接続することができる。衝突回避
システム１４は、カメラ３０の他にも、オブジェクト３４の識別を支援するための他のシ
ステム及びセンサを使用することができる。以下のようなシステム及びセンサを含むこと
ができるが、これらには限定されない：近接センサ３６、ＬＩＤＡＲ、レーダ、超音波セ
ンサ、ＧＰＳ３８、無線センサ等。
【００３０】
　車両１０が始動され、後退ギアへとシフトされると直ぐに、後退時衝突回避システム１
４が開始される。障害物が検出されると運転者に警告が与えられ、オブジェクトが障害物
であると判定される確率が所定の閾値を上回る場合には、少なくとも１つの車両衝突回避
行動も実施される。
【００３１】
　本実施例に基づく制御装置１８は、センサ３６、カメラ３０、ＧＰＳシステム３８を用
いて車両１０に近接するオブジェクト３４を検出させるための命令を含む。制御装置１８
はさらに、各予測モデルに基づいて生成されたオブジェクトとの衝突確率に基づいて、衝
突確信度値を求めさせるための命令を含む。制御装置１８はさらに、求められた衝突確信
度値に対して制動力が反比例するように、制動操作のための望ましい制動力を決定させる
ための命令を含む。
【００３２】
　運転中に後退時衝突回避システム１４は、参照符号７８で示されるように速度、経路、
及び、操舵角を含む車両の動きを検出する。検出されたパラメータは、参照符号８０で示
されるように制御装置１８によって使用され、将来の時点における所定の距離に亘る車両
経路の予測モデルが生成される。同時に、参照符号８２で示されるようにカメラ３０、セ
ンサ３６、及び、他の検出システムが使用され、車両１０に近接するオブジェクトが検出
される。参照符号８４で示されるように、車両に近接していると識別された各オブジェク
トは分類分けされる。分類には、静止オブジェクトであるか又は移動オブジェクトである
かの識別、及び、移動オブジェクトである場合にはその移動速度及び移動方向の識別を含
めることができる。近接するオブジェクトに関して得られた情報は、参照符号８６で示さ
れるように、将来のある時点における移動オブジェクトの可能性のある位置の予測モデル
を生成するために利用される。予測モデルは、オブジェクトが歩行者であるか又は自転車
運転者であるかといったオブジェクトの種類を鑑みて動きを考慮することができる。歩行
者の動きを、歩行者が大人であるか子供であるかといった他の識別特性に基づいて予測す
ることも可能である。
【００３３】
　これらの予測モデルが生成されると、これらは参照符号８８で示されるように制御装置
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１８によって利用され、所定の時間に対する衝突確信度値が求められる。本実施例におけ
る衝突確信度の数値は、各予測モデルに基づく、車両と検出されたオブジェクトとの衝突
確率に関する指標を提供している重要度の値である。
【００３４】
　後退時衝突回避システム１４が、障害物と衝突する可能性があることを検出すると、衝
突を防止するために１つの回避行動として、参照符号９２で示されるように、自動制動シ
ステム１２にブレーキ２０を作動させるよう命令することができる。制動の割合は、参照
符号９０で示されるように、衝突確信度に反比例する割合に基づいて求められる。制御装
置１８は継続的に各予測モデルを更新し、それによって、戻る矢印９４によって示される
ように衝突確信度値を更新する。例えば車両の動き、車両の移動によるオブジェクトの動
きによって衝突確信度の数値が変化すると、望ましい制動の割合も変化する可能性がある
。
【００３５】
　後退時衝突回避システム１４のための制御装置１８は、衝突確信度値を求め、その一方
で、自動制動システム１２のための別個の制御装置は、望ましい制動の割合を求めること
ができる。択一的に、同じ１つの制御装置１８が両方又は一方の機能を実施するようにし
てもよい。
【００３６】
　このようにして、本実施例に基づく後退時衝突回避システム１４は、車両経路４０の予
測モデルと、検出されたオブジェクト４２の予測モデルの双方を利用して、いつ、どのよ
うに制動操作を行うかを決定するために利用される衝突確信値又は重要度を決定する。
【００３７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明してきたが、本開示の正当な範
囲はこれらの形態に限定されるべきではない。なぜなら、本発明に関連する分野に精通す
る当業者であれば、添付の特許請求の範囲内において、本発明を実施するための種々異な
る複数の択一的手段及び実施形態が存在することが明確に理解されるからである。
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